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令和４年３月３日 

あいさつ：２４・１３→１８ 理由２０・１３→１８ 

町長：余白：上２４下２０左右１５ 

〇億〇万円、〇万〇千円余、〇万〇円、１千円 （ａｌｌ小文字：倉吉） 

３月：減額、追加、増額（計上） 

…補正一般（入・出）５百万以上をＵＰ 

…当初一般（入・出）百万円単位 …特会（億）十万単位 

９月 

…補正一般（入・出）十万単位 

…決算一般（入・出）十万円単位 …特会（億）万単位 
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 人権擁護委員は、法務大臣が委嘱し、任期は３年間となっております。今

回、令和４年６月３０日をもって任期満了となる方１名と、現在欠員となっ

ております１名について、人権擁護委員候補者として推薦しようとするも

のです。 

 

議案第５号 

 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて（その１） 

 

議案第５号は、林 仁美（はやし ひとみ）さんの推薦につき議会の意見

を求めるものであります。 

林さんは、令和元年７月から、人権擁護委員として活動いただいており、

現在１期目でございます。 

同氏は、長年にわたり本町に勤務され、平成２２年度から退職に至るまで

は男女共同参画センターの所長を務められました。これまでの豊富な知識

や経験を生かし、地域の人権活動に取り組んでいただける方であり、人望も

厚く適任者と考えますので、引き続き人権擁護委員に推薦しようとするも

のです。 

 

議案第６号 

 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて（その２） 

 

議案第６号は、山田寿子（やまだ としこ）さんの推薦につき議会の意見を

求めるものであります。 

山田さんは、長年にわたり本町に勤務され、保育現場で子ども達の人権

意識向上に努めてこられました。また、八頭町合併から１４年間、安部地区

人権教育推進委員会の事務にも携わられ、地域の人権教育事業に貢献され

ました。 

これまでの豊富な知識や経験を生かし、地域の人権活動に取り組んでい

ただける方であり、人望も厚く適任者と考えますので、人権擁護委員に推薦

しようとするものです。 

 

議案第７号 

 

教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 

 教育委員会委員として、ご活躍をいただいております加藤美保（かとう 

みほ）さんが、令和４年５月２日をもって任期満了となります。平成２２年

５月３日から３期、１２年間に渡り、教育行政の推進にご尽力をいただきま

した。ありがとうございました。 
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後任の教育委員会委員として、上島逸子（うえじま いつこ）さんを任命

させていただきたいと考えております。 

上島さんは、平成２５年４月から平成２８年３月末まで旧安部小学校校

長を、その後、平成３０年４月からは鳥取短期大学幼児教育学科准教授とし

てご活躍中で、人柄は快活かつ温厚、地域の方々の信頼も厚い方です。任期

は令和４年５月３日から令和８年５月２日までの４年です。 

 

議案第８号から議案１３号までの６議案につきましては、八頭町財産区

管理委員（大江財産区）の選任について同意を求めるものであります。 

八頭町財産区管理条例により、財産区管理会の設置、組織及び運営等に

関しまして、必要な事項を定めておりますが、大江財産区の財産区管理委

員の任期が令和４年３月３１日をもって満了となります。 

大江財産区管理会からの推薦により、委員の選任をしようとするもので

あります。委員の任期は令和４年４月１日から令和８年３月３１日までの

４年間であります。 

 

議案第８号八頭町財産区管理委員の選任について（その１）は、山本 

隆（やまもと たかし）氏を大江財産区管理委員に選任するものでありま

す。 

議案第９号八頭町財産区管理委員の選任について（その２）は、前田康

（まえた やすひろ）氏を大江財産区管理委員に選任するものでありま

す。 

議案第１０号八頭町財産区管理委員の選任について（その３）は、田中

政彦（たなか まさひこ）氏を大江財産区管理委員に選任するものであり

ます。 

議案第１１号八頭町財産区管理委員の選任について（その４）は、田中

滋樹（たなか しげき）氏を大江財産区管理委員に選任するものでありま

す。 

議案第１２号八頭町財産区管理委員の選任について（その５）は、大西

浩司（おおにし こうじ）氏を大江財産区管理委員に選任するものであり

ます。 

議案第１３号八頭町財産区管理委員の選任について（その６）は、前田

喜夫（まえた よしお）氏を大江財産区管理委員に選任するものでありま

す。 

 

議案第１４号 

町道の路線認定について 

 

 整理番号Ｋ０３２２号の久能寺小縄手１号線は、認定延長６５．３メ
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ートルで、幅員は６．０メートルから１３．０メートルです。次に、整理

番号Ｋ０３２３号の久能寺小縄手２号線は、認定延長６５．０メートル

で、幅員は６．０から１３．０メートルであります。 

 この路線は、民間の大規模宅地造成内の道路として重要な路線であり、町

道として認定することがふさわしい路線と判断しております。 

 

議案第１５号  

八頭町辺地に係る総合整備計画の変更について 

 

八頭町には、８つの辺地地区（落岩・姫路・明辺、麻生・山志谷、福地、

野町、大江、下野、見槻・志子部、西谷）があります。  

現在、各地区の要望等を踏まえ、令和３年度から令和７年度までの５年間

にわたる総合整備計画を策定し、各地区の活性化や福祉の向上に努めてき

ているところですが、この度、新たに林道の橋梁改良及び消防ポンプの整備

が必要となりましたので、これらの事業を追加し、計画を変更しようとする

ものであります。 

 

議案第１６号 

因美線東郡家・郡家間宮谷踏切付近下水道管（雨水）布設工事に関する協

定の一部を変更する協定締結について 

 

因美線東郡家・郡家間宮谷踏切付近下水道管（雨水）布設工事に関する協

定につきましては、令和３年１１月１２日の協定議決を得て、現在、西日本

旅客鉄道株式会社により工事の発注へ向けた準備が実施されております。こ

の度、協定内容の一部変更を行い、令和４年２月２１日に変更仮協定を締結

いたしました。変更金額は、２２１万４千円の減額で、協定金額は、３億５,

４７０万９千円となります。 

変更の主な要因は、積算委託費の請負差額分など、令和３年度事業費の確

定に伴う減額であります。 

 

議案第１７号 

債権の放棄について（住宅新築資金貸付金） 

 

住宅新築資金貸付金の回収にあたり、亡 債務者Ａ氏の自己破産が確定

し、また連帯保証人が死亡するなど、回収が困難となった債権の放棄をしよ

うとするものであります。 

 

議案第１８号 

財産の貸付について（旧安部保育所） 
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本議案は、旧安部保育所を八頭郡八頭町新興寺９７番地、特定非営利活動

法人回想療法センター鳥取 理事長 小林幸男（こばやし ゆきお）氏に無償

で貸し付けしようとするものであります。 

 貸付財産は、土地及び建物で、土地面積は１,８００．７８平方メートル、

建物の延べ床面積は３７２．８８平方メートルであります。 

施設の活用方法については、建物は、障がい者の福祉サービス事業として、

部品組立等の軽作業やエリンギの作業室などに、園庭は、薪づくりの作業場

所などへの活用であります。 

貸付の条件等といたしましては、障がい者の福祉サービス事業以外の目

的に使用してはならないこと、反社会的勢力の利用は不可で、地元集落、周

辺住民の生活に配慮すること等を条件としております。 

 貸付期間は、令和４年４月１日から令和１４年３月３１日までの１０年

間といたしております。 

 無償での貸し付けとする理由といたしまして、平成３０年に策定した「八

頭町地域福祉推進計画」において、障がい者の就労機会の確保として「町内

の企業や各種事業所の協力のもと、就労に困難を抱える人々が自分に合っ

た働き方ができる中間的就労の場や、新たな就労の場づくりを推進するこ

と」を行政の役割として位置づけており、また、令和３年に策定した「八頭

町障害者計画」では、就労の底上げとして「就労継続支援の利用促進」を掲

げており、町が推進しようとする障がい者の雇用創出の施策における重要

度が非常に高いものであるということからであります。 

 

議案第１９号 

財産の貸付について（旧隼小学校）  

 

旧隼小学校については、第１期総合戦略の重点取組事項である八頭イノ

ベーション・バレーの創設を具体化する拠点（隼Ｌａｂ．）とするため、旧

校舎を改修し、１階を地域の皆様方も利用していただくコミュニティゾー

ン、２階及び３階をビジネスゾーンとする整備を行いました。 

同施設については、平成２９年１０月より、八頭郡八頭町見槻中１５４番

地２、株式会社シーセブンハヤブサ 代表取締役社長 古田琢也（ふるた 

たくや）氏に無償で貸し付け、民間活力を最大限に活用し、柔軟な運営を行

っていただいており、今後も安定的な運営が行えるよう、引き続き無償で貸

し付けをしようとするものです。 

貸付財産は、旧隼小学校の土地及び建物（旧校舎及び旧体育館）で、土地

面積は１０,７７７平方メートル、建物の延べ床面積は旧校舎２,０７２平

方メートル、旧体育館１,０４６平方メートル及びコンテナオフィス９１．

０１平方メートルです。 
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貸付に際しては、八頭町のイノベーションの拠点（隼Ｌａｂ．）として使

用し、他の目的に使用してはならないこと、各階の利用方法や地域及び町と

の連携等これまでの隼Ｌａｂ．の計画に沿った運用を行うこと、施設貸出企

業は、反社会的勢力は不可とし、オフィススペース利用の契約に当たっては、

町と事前協議すること、体育館及びグラウンドは、避難所としての利用を優

先し、運動会等地域利用に配慮すること等を条件とします。 

貸付期間は、令和４年４月１日から令和９年３月３１日までの５年間で

す。 

 

議案第２０号 

 財産の貸付について（米粉製粉機ほか） 

 

 平成２４年に導入し貸付しております米粉製粉機等を八頭郡八頭町大坪

７３番地２、有限会社こおげ農業開発センター 代表取締役 井上 康（い

のうえ やすし）氏を指名し、引き続き無償で貸付をしようとするものです。 

貸付機械の種類及び数量は、米粉製粉機、振動ふるい機、シーラー、計

量器、エアコン、各１台で、設置場所につきましては鳥取いなば農業協同組

合郡家支店ライスセンター内です。 

 貸付期間は、令和４年４月１日から令和６年３月３１日までの２年間で

す。 

 

議案第２１号 

八頭町監査委員条例の一部改正について 

 

八頭町監査委員条例では、地方自治法に基づき、監査委員に関し必要な

事項を定めておりますが、この度、監査期間等を実態にあわせるため、所

要の改正を行うものです。 

 

議案第２２号 

八頭町職員の給与に関する条例の一部改正について 

 

人事院は、昨年の８月１０日、民間の支給割合との均衡を図るため、一般

職の期末手当を０．１５月分引下げ、年間４．３０月とし、再任用職員の期

末手当を０．１０月分引下げ、年間２．２５月とする勧告を国会及び内閣に

行いました。 

去る２月１日、給与法の改正が閣議決定されましたので、この度、人事院

勧告を尊重し、条例の改正を行おうとするものです。 

なお、昨年の１２月期の引き下げ分について、令和４年６月期で調整を行

うものです。 
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議案第２３号 

八頭町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正につい

て 

 

人事院勧告の主な内容につきましては、議案第２２号で申し上げたとお

りですが、議会の議員につきましても一般職に準じまして、期末手当の支給

月数を０．１０月分引下げ、年間３．２５月としようとするものです。 

今回、昨年８月の勧告を受け、去る２月１日、改定の閣議決定がされまし

たので、八頭町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正

を行い、国と同じ支給月数にしようとするものです。 

なお、昨年の１２月期の引き下げ分について、令和４年６月期で調整を行

うものです。 

 

議案第２４号 

八頭町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改

正について 

 

特別職につきましても、先ほど提案いたしました議案第２３号と同様の

内容でございます。 

 

議案第２５号 

八頭町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 

 昨年８月１０日に人事院が行いました「公務員人事管理に関する報告」及

び「国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についての意見の申出」の

中で、「妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援のために講じる措置」が明ら

かにされました。 

当該措置のうち会計年度任用職員の育児休業、育児部分休業の取得要件

の緩和、育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置等につきま

して、この度、国に準じ、所要の改正を行うものです。 

 

議案第２６号 

八頭町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正に

ついて 

 

 全国的な消防団員数減少のため、消防庁において「消防団員の処遇等に関

する検討会」が発足し、消防団員の報酬、出動手当等が見直しされ、地方自

治法に規定する非常勤消防団員の報酬及び費用弁償に係る基準が定められ

たことにより、この度、関係条例の一部改正を行うものであります。 
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議案第２７号 

八頭町国民健康保険税条例の一部改正について 

 

今回の改正は、令和３年６月１１日に公布された「全世代対応型の社会保

障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」に基づく国

民健康保険税に関連する変更部分の改正を行うものです。具体的には未就

学児童の被保険者均等割額を減額する改正です。 

また、八頭町合併時には旧町ごとに税率を変える不均一課税としていた

ことから、税率、軽減率等を別表として表記しておりましたが、平成２１年

度を最後に、平成２２年度からは税率等は統一されておりますので、併せま

して、この別表による表記をもとの条文内の表記に変更するものです。 

 

議案第２８号 

八頭町放課後児童クラブ施設条例の一部改正について 

 

今回の改正は、船岡児童クラブ入会者の増加に対応するため、現行の施設

に加えて、（八頭町立船岡図書館２階に）新たな施設を追加するため、所要

の改正を行うものです。 

 

議案第２９号 

八頭町個人情報保護条例の一部改正について 

 

今回の改正は、令和３年５月に制定されました「デジタル社会の形成を図

るための関係法律の整備に関する法律」のうち、デジタル社会形成整備法附

則第１条第４号に掲げる規定の施行日に施行される部分について、所要の

改正を行うものです。 

 

議案第３０号 

八頭町改善センター等設置条例の一部改正について 

 

本条例の一部改正は、各改善センター等の施設使用料を現行消費税率分

に対応した使用料とし、新たに加工業務の使用料の見直しを行うため、所要

の改正を行うものです。 

 

議案第３１号 

八頭町体験農園等施設条例の一部改正について 

 

この体験農園等施設条例につきましても、各体験農園等の施設使用料を

現行消費税率分に対応した使用料とするため、所要の改正を行うものです。 
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議案第３２号 

八頭町新型コロナウイルス感染症対応利子補給基金条例の一部改正に

ついて 

 

本条例の一部改正は、条例の失効期間を延長するもので、鳥取県と協調

して行う利子補給制度、「新型コロナウイルス感染症対応利子補給補助金」

の補助期間を２年延長するため、所要の改正を行うものです。 

 

議案第３３号 

八頭町営住宅条例の一部改正について 

 

今回の改正は、鳥取県から移譲されました県営住宅隼団地の一部を、町営

住宅に移管することにより、管理住戸の追加をするため、所要の改正を行う

ものです。 

 

議案第３４号 

八東ふる里の森の指定管理者の指定について 

 

八東ふる里の森の指定管理につきましては、昨年末の指定管理者候補者

の申請取り下げに伴い、改めて公募を行い、１月１７日から３１日まで募集

要項を公開し、行政無線放送、町ホームページでの周知を行いました。 

また、応募書類の受付を２月７日までとし、結果としまして、３団体から

応募がありました。 

指定管理者の選定につきましては、２月１０日に選定委員会を開催し、

プレゼンテーションを行っていただき、選定基準に基づき、次の団体が適

格であると判断し、選定をいたしました。 

 指定管理者となる団体の所在地及び名称は、鳥取市古海３０５番地８ 

有限会社高田技研 代表取締役 高田豊実（たかた とよみ）氏で、指定の

期間は、令和４年４月１日から令和７年３月３１日までの３年間です。 

指定管理料は、令和４年度から年間４７５万２千円、３年間で１千４２５

万６千円であります。 
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議案第３５号から議案第４４号は補正予算の関係であります。 

 

議案第３５号 

令和３年度八頭町一般会計補正予算（第１３号） 

 

今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ、１,６８

２万１千円を増額しようとするものです。 

 

歳入の主なものをご説明いたします。 

地方交付税として、臨時財政対策債償還基金費の追加交付、１億７,１５

０万円余、国庫支出金は、新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担

金、１,７９０万円余を追加し、事業費の精査により社会資本整備総合交付

金、６,７７０万円余、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国

庫補助金、２,３４０万円余を減額しております。県支出金は、地籍調査事

業費県補助金、６,９１０万円余、寄付金では、ふるさと納税の増加により

一般寄付金、1億３６０万円余を追加し、繰入金は、減債基金繰入金、５,０

００万円の減額です。 

町債は、社会教育施設整備事業債、４,４５０万円、可燃物処理施設整備

事業債、２,４９０万円を減額しました。 

 

次に歳出であります。 

総務費は、ふるさと納税の増額に伴うふるさと活性化基金費、1億５００

万円余を追加し、情報政策事業費、２,７８０万円余、町議会議員選挙費、

１,０４０万円余を減額しております。 

民生費は、老人福祉費、３,０９０万円余、特別医療対策費、２,０４０万

円余、衛生費では、ごみ処理費の一部事務組合負担金、３,７１０万円余を

減額しました。 

農林水産業費は、事業の前倒しにより地籍調査事業費、１億３５０万円余

を追加し、事業費の精査により農業振興費、３,６８０万円余、土木費では、

道路新設改良費、８,６６０万円余の減額です。 

教育費につきましては、中学校管理運営費、２６0万円余を追加し、社会

教育総務費、４,９８０万円余を減額しております。 

 

 次に継続費の関係です。予算書は５ページになりますが、郡家西小学校の

大規模改修分であります。 

また、予算書６ページに繰越明許費の内訳を表示しておりますが、総務管

理費など３０事業につきまして、年度内に完成することができませんので、

地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度へ繰越しようとするも

のです。 
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続いて次の７ページ、第４表は、指定管理等に伴う債務負担行為の変更で

あります。次の８ページの第５表は、地方債の変更一覧です。後で、ご確認

をお願いいたします。 

 

議案第３６号 

令和３年度八頭町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）   

 

今回の補正額は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ、４,

８３８万２千円を追加しようとするものです。 

歳入の主なものは、国民健康保険税、１,７５０万円、県支出金、２,１５

３万円余、繰入金、７３５万円余の増額です。 

歳出では、保険給付費、２,２０５万円を増額し、保健事業費、６８６万

円余を減額しております。 

 

議案第３７号 

令和３年度八頭町簡易水道特別会計補正予算（第４号） 

 

今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、８６８

万円を追加しようとするものです。 

歳入では、使用料及び新規の加入手数料、１,１３６万円余を追加し、事

業費確定による町債、２７０万円を減額しております。 

歳出は、基金積立金等、１,１２７万円余を追加し、一般管理費の維持補

修工事等、２９６万円余、簡易水道整備事業費で、１２９万円余を減額しま

した。 

 

議案第３８号 

令和３年度八頭町住宅資金特別会計補正予算（第２号） 

 

今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ、９千円を

追加しようとするものです。 

歳入は、住宅資金健全化基金利子、２万円、歳出では、住宅資金健全化基

金積立金、２８９万円余の追加です。 

 

議案第３９号  

令和３年度八頭町公共下水道特別会計補正予算（第４号） 

 

今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ、３，

７７８万９千円を減額しようとするものです。 

歳入では、使用料及び手数料、４６０万円、社会資本総合整備事業費国庫
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補助金、３８０万円余、諸収入の消費税還付金等、７１０万円余を追加し、

一般会計繰入金、２,９００万円、町債、２,３４０万円を減額しております。 

歳出は、総務費の一般管理費で消費税等、８２８万円余、施設管理費で保

守点検業務委託料等、２０６万円余、下水道事業費で郡家地区雨水排水対策

事業委託料等、２，８１９万円余の減額です。 

 

議案第４０号 

令和３年度八頭町農業集落排水特別会計補正予算（第３号） 

 

今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ、９３

８万３千円を減額しようとするものです。 

歳入では、農業集落排水事業分担金、２３１万円余、諸収入の消費税還付

金、３１９万円余を追加し、一般会計繰入金、１,０００万円、町債、４９

０万円を減額しました。 

歳出は、総務費の一般管理費で消費税等、９９６万円余、施設管理費で維

持補修工事費等、２２９万円余の減額です。 

 

議案第４１号   

令和３年度八頭町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 

今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ５,８

４６万６千円を減額しようとするものです。 

歳入では、介護保険料、４８６万円を追加し、介護保険災害等臨時特例補

助金として、８万円余を計上しております。また、介護給付費等の減額に伴

う国・県支出金等、５,０９６万円、一般会計からの繰入金、１,２５１万円

余を減額しております。 

 

歳出は、認定調査費等、１４９万円余、保険給付費、６，８００万円、地

域支援事業費、８５１万円を減額し、介護給付費準備基金積立金、６,０９

７万円余を増額しました。 

 

議案第４２号 

令和３年度八頭町宅地造成特別会計補正予算（第１号） 

 

今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、１９万

３千円を追加しようとするものです。 

歳入では、宅地造成基金利子、６千円、繰越金、１８万７千円、歳出では、

積立金、７千円を増額しております。 
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議案第４３号 

令和３年度八頭町墓地事業特別会計補正予算（第１号）  

 

今回の補正額は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ、２５

万５千円を減額しようとするものです。 

歳入では、繰越金、６３万円余を増額し、繰入金、６０万円、諸収入、２

９万円余の減額です。 

歳出は、一般管理費の工事請負費等、４２万円余を減額しました。 

 

議案第４４号 

令和３年度八頭町後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号） 

 

今回の補正は既定の歳出歳入予算の総額から、歳入歳出それぞれ、４０１

万９千円を減額しようとするものです 

  

歳入は、後期高齢者医療保険料、２００万円、一般会計繰入金、２７７万

円余、歳出では、広域連合負担金、４７７万円余の減額です。 

 

 

議案第４５号から議案第５９号は、令和４年度当初予算の関係であります。 

 

議案第４５号 

令和４年度八頭町一般会計予算 

 

令和４年度八頭町一般会計予算は、１０９億６,１００万円を計上いたし

ました。前年度と比較し、率で５．２％の減となりました。 

 

まず、地方債の関係です。 

６ページ、第２表になりますが、限度額合計は、１１億１,８８０万円、

起債の方法等は、記載のとおりです。 

 

歳入についてご説明いたします。 

（予算書では、９ページからになります。） 

主なものを申し上げます。 

町税は、１２億９,５００万円余で、町民税、５億６,７００万円余を計上

し、固定資産税は、５億６,６００万円余としました。 

森林環境贈与税は、３,４００万円余を計上しております。 

地方消費税交付金は、３億４，２００万円余、地方交付税は、４９億７,

２００万円余で、普通交付税、４６億１,２００万円、特別交付税、３億６,
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０００万円余を見込みました。 

分担金及び負担金は、３,０００万円余で、主なものは、児童福祉費負担

金（保育料）でありますし、使用料及び手数料は、６,６００万円余で、町

営住宅使用料、ごみ処理手数料などであります。 

国庫支出金は、１０億９,３００万円余で、自立支援事業費、生活保護費

の各負担金、社会資本整備総合交付金国庫補助金です。 

県支出金は、９億３,２００万円余で、地域子ども・子育て県支援交付金、

多面的機能支払交付金推進事業、農村地域防災減災事業等の県補助金を計

上しました。 

繰入金は、６億７,８００万円余で、財政調整基金、４億円、減債基金、

１億円です。 

諸収入は、１億６,３００万円余、町債は、臨時財政対策債など、１１億

１,８００万円余を見込んでおります。 

 

次に歳出をご説明いたします。 

（予算書では、３３ページからになります。） 

議会費は、９,５００万円余であります。 

総務費は、１４億１，１００万円余で、前年度と比較しまして、１,８０

０万円余の増額となりました。 

主因は、参議院選挙費、空き家対策事業、電算システム一般管理費、若桜

鉄道対策費等の増額によるものです。 

 

民生費は、３２億８,３００万円余で、前年度と比較しまして、７００万

円余の減額となりました。 

医療会計の繰出金は、国民健康保険特別会計、１億７,７００万円余、介

護保険特別会計、３億８,９００万円余です。 

また、自立支援制度事業費、４億６,４００万円余、後期高齢者医療総務

費、２億１,７００万円余、児童手当給付事業、２億９００万円余、保育所

運営費、３億円余、生活保護扶助費は、１億４,７００万円余を見込んでお

ります。 

 

衛生費は、７億４,２００万円余で、３億９,１００万円の大幅な減となり

ました。主因は、東部広域行政管理組合の可燃物処理施設の負担金、新型コ

ロナウイルスワクチン接種事業の減額によるものです。 

予防接種事業は、前年度の実績見込みをもとに、６,５００万円余、新型

コロナウイルスワクチン接種事業、５,０００万円余、また、ごみ処理費、

３億７００万円余、各種検診等の長寿健康増進事業費、４,８００万円余を

計上しています。 
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農林水産業費は、１３億１,７００万円余であります。前年度と比較しま

して、１,７００万円余の増額となりました。 

農業関係では、農業農村整備事業、９,４００万円余、多面的機能支払交

付金事業、９,３００万円余、地籍調査事業費、７,６００万円余を見込んで

おります。 

また、農業集落排水特別会計への繰出金、４億５，３００万円、林業関係

では、野生鳥獣被害防止事業費、７,１００万円余、森林環境譲与税を活用

した、森林環境整備事業は、２,３００万円余を計上しました。 

商工費は、１億１,０００万円余で、商工振興費、４,７００万円余、観光

費、５,４００万円余の計上です。 

 

土木費は、８億８,７００万円余です 

道路橋梁維持費では、道路橋梁維持費、橋梁メンテナンス事業、除雪機械

の購入事業等で、２億９,２００万円余、道路新設改良費は、１億６,０００

万円余の計上です。主なものは、急傾斜地崩壊対策負担金事業、継続事業で

あります町道新道線、大隼線の改良事業などを計画しております。 

また、公共下水道特別会計への繰出金は、２億７,１００万円を計上しま

した。 

消防費は、３億４,４００万円余で、消防団運営費、２,９００万円余、東

部広域負担金、２億６,１００万円余などです。 

 

教育費は、１４億９,７００万円余で、６,１００万円余の減額となりまし

た。 

小学校費は、７億４，１００万円余で、令和３年度からの継続事業であり

ます郡家西小学校改修工事と郡家東小学校改修工事設計委託費、各小学校

の管理運営費、令和４年度より始まりますコミュニティスクール推進事業

等の計上です。 

中学校費は、８,５００万円余で、管理運営費、教育振興費等であります。 

また、社会教育費は、２億４,２００万円余で、２億２,７００万円の大幅

な減額となっております。主因は、旧安部小学校の文化芸術施設改修が終了

することによるものです。 

保健体育費は、２億６,１００万円余で、体育施設費では、通常の施設管

理をはじめ、郡家体育館の屋根改修工事、学校給食の運営費等を計上してお

ります。 

最後に公債費です。１２億１,９００万円余を計上し、内訳は、元金、１

１億６,９００万円余、利子、５,０００万円余であります。 

 

議案第４６号 

令和４年度八頭町国民健康保険特別会計予算 
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本年度の予算総額は、歳入歳出それぞれ、１７億７４００万円といたして

おります。 

 

歳入では、国民健康保険税を後期高齢者支援金分、介護納付金分を合わせ

まして、２億７，３００万円余を計上し、歳入に占める割合は、１５．４％

となっております。他に主なものでは、県支出金、１２億９,４００万円余、

繰入金は、保険税軽減事業繰入金等と一般会計繰入金、基金繰入金を合わせ

まして、１億９，７００万円余としております。 

歳出では、保険給付費を前年より、１,４００万円余多い、１２億７,５０

０万円余を見込みました。 

歳出に占める割合は、７１.９％であります。他には、鳥取県に支払う国

民健康保険事業費納付金、３億９,６００万円余、保健事業費では、特定健

診の費用等、４,６００万円余を計上しております。 

 

議案第４７号 

令和４年度八頭町簡易水道特別会計予算 

 

本年度の予算総額は、歳入歳出それぞれ、３億１,６００万円といたして

おります。 

歳入では、使用料及び手数料を、２億９５０万円を見込み、繰入金は、３,

３００万円余、町債は、水道施設事業債、公営企業会計適用事業債を合わせ

て、６,７７０万円の計上です。 

歳出は、総務費で、簡易水道施設の維持管理費、消費税等、１億３,３１

０万円余、事業費では、簡易水道整備事業費に５,４７０万円余を計上しま

した。 

公債費は、借入金の元利償還金、１億２,５７０万円余であります。 

 

議案第４８号 

令和４年度八頭町住宅資金特別会計予算 

 

 本年度の予算総額は、歳入歳出それぞれ、２９０万円といたしております。 

歳入では、県支出金の住宅新築資金等貸付事業費県補助金、３０万円余、

諸収入は、住宅資金貸付金の償還元利収入を２５０万円余としました。 

歳出は、住宅資金貸付事業費、６０万円余の計上です。 

なお、令和３年度をもちまして現年度賦課と公債費の償還は終了しまし

たので、本年度から貸付金の滞納分を回収することとなります。 
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議案第４９号 

令和４年度八頭町公共下水道特別会計予算 

 

本年度の予算総額は、歳入歳出それぞれ、９億２,６００万円といたして

おります。 

歳入では、使用料及び手数料、１億２,１１０万円余、社会資本総合整備

事業国庫補助金、２億４,９４０万円余の計上です。 

繰入金は、２億７,１００万円、町債は、下水道施設整備事業債、公営企

業会計適用事業債を合わせて、２億６,１４０万円であります。 

歳出では、総務費で維持管理費、消費税等、１億４,８９０万円余、下水

道事業費は、郡家地区雨水排水対策事業、４億９,７６０万円余、ストック

マネジメント事業で１,１００万円余の計上です。 

公債費は、町債元利償還金として、２億６,４９０万円余であります。 

 

議案第５０号 

令和４年度八頭町農業集落排水特別会計予算 

 

本年度の予算総額は、歳入歳出それぞれ、６億１,１００万円といたして

おります。 

歳入では、使用料及び手数料、１億３,８８０万円余、繰入金、４億５,３

００万円、町債は、下水道事業債、公営企業会計適用事業債を合わせて、８

７０万円の計上です。 

歳出は、総務費で、維持管理費、消費税等、２億４,９７０万円余、公債

費は、町債元利償還金として、３億５,７２０万円余を計上しております。 

 

議案第５１号  

令和４年度八頭町介護保険特別会計予算 

 

本年度の予算総額は、歳入歳出それぞれ、２４億７,６００万円といたし

ております。  

歳入では、第１号被保険者の介護保険料、４億６,０００万円余、介護給

付費等国庫支出金、６億８００万円余、第２号被保険者納付分の支払基金交

付金、６億３,２００万円余、介護給付費等県支出金、３億４,０００万円余、

一般会計からの繰入金は、３億８,９００万円余です。 

歳出は、総務費で、総務管理事務費等、６,５００万円余、保険給付費は、

施設サービス利用者、在宅サービス利用者等の介護保険サービス等諸費、２

２億６,４００万円余、介護予防事業等の地域支援事業費、９,８００万円余

の計上であります。 
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議案第５２号 

令和４年度八頭町宅地造成特別会計予算  

 

本年度の予算総額は、歳入歳出それぞれ、５２０万円といたしております。 

歳入は、宅地造成基金からの繰入金、５００万円余、歳出では、公債費、

町債の元利償還金、５００万円余を計上しました。 

 

議案第５３号 

令和４年度八頭町墓地事業特別会計予算 

 

 本年度の予算総額は、歳入歳出それぞれ、６０万円といたしております。 

 歳入は、繰越金５９万円余で、歳出では、一般管理費、５万円余の計上

です。 

 

議案第５４号 

令和４年度八頭町後期高齢者医療特別会計予算 

 

 本年度の予算総額は、歳入歳出それぞれ、２億３,４５０万円といたし

ております。 

 歳入では、後期高齢者医療保険料、１億６,６３３万円余、一般会計か

らの繰入金は、保険基盤安定及び事務費の繰入金を合わせ、６,６０５万円

余を見込みました。 

 歳出では、総務費、５０７万円余、広域連合負担金は、保険料と保険基

盤安定負担金を合わせ、２億２,８８２万円余を計上いたしております。 

 

議案第５５号 

令和４年度八頭町上私都財産区特別会計予算 

議案第５６号 

令和４年度八頭町市場、覚王寺財産区特別会計予算 

議案第５７号 

令和４年度八頭町上津黒、下津黒財産区特別会計予算 

議案第５８号 

令和４年度八頭町篠波財産区特別会計予算 

議案第５９号 

令和４年度八頭町大江財産区特別会計予算 

 

の５議案の予算につきましては、それぞれの管理会から提出されましたも

のを精査し、ここに提案いたしております。 


